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本稿の目的は、①コートジボワール北部、マリ共和国南東部、ブルキナファソ南西部の現代セヌフォ社会

における呪術的実践（とくに神盟裁判、卜占、夢見、供犠）の民族誌的事例を厚く記述し、②アザンデ社会

のベンゲ神託など呪術的実践についての古典的な理論研究を新たに解釈しなおし、③呪術的実践を通じた不

可視の裁きの判決についての近年の理論的展開（Espírito Santo 2013, Holbraad 2007, 2012）を本稿

事例と交錯させることで、④アフリカにおけるこれらの諸実践の普遍性と地域的特殊性を明らかにすること

であった。この種の裁判の事例に必要な分析的手続きとして、エスノメソドロジー、とりわけ会話分析のビ

デオエスノグラフィーの手法を利用した。 

そのための事例として、もめ事を制御しつつ、「悪」を明確に示すことで、社会の「理想」を産み出す卜占、

夢見、神盟裁判のメカニズムを研究発表でとりあげ、呪術的な司法手続きにおけるその微細な相互行為を考

察し、一般理論の構築を目指した。神盟裁判の審理過程での微細なやり取りのうちに見いだされる相互行為

に浸透する秩序の方法を取り上げることで、動態的に見いだせる「運動する」集合的「理想」という固有の

力を見定めた。 

調査対象地域は、西アフリカの内陸、とりわけ金鉱の調査村の母系出自集団（ネルバガ）、父方夫方居住集

団（ダアラ）の姻戚関係が国境をまたいで広域に（コートジボワール共和国、マリ共和国、ブルキナファソ

の三カ国）拡散している地域である。 

本稿の背景を少し説明したい。 

アフリカ各国では 、妖術・邪術の諸実践が現代社会でも猖獗を極めており、経済変動や社会不安と結び付

いて新たなもめ事を頻発させている（溝口 2004, 2005, 2010, 2012, 2017, 2015, 浜本 2007, 

2014）。植民地期以降、各国には西欧型の近代法体系が移植され、多くの国の刑法で妖術を不処罰として扱

うようになった。他方、地域社会では仮面、呪物、霊媒、神盟裁判を通じて真偽を裁く司法手続きが存続し

てきた。近代法と慣習的な呪術的裁きが共存する二重の法体系と司法手続きは、窃盗事件や妖術殺人などに

対する対応の差異を生み、国家司法制度の権威が揺らぐ要因となっている。 

筆者の調査地域であるセヌフォの村々でもまた、たとえば、窃盗事件や妖術・邪術による殺害などの紛争

解決に神盟裁判（その前提として夢見や卜占）が用いられている。本稿で対象として扱ったように、神盟裁

判では、原告・被告らが呪物師（カチェネフォロ）の問い掛けにより精霊（トゥグル）へ誓約し、精霊の宿

った呪的ほうき（カペゲ）や霊的ニシキヘビ（フォ）の動きを通じて有罪・無罪を判定する。神盟裁判の開

廷に先立っては、犬や鶏の血を呪物（カチェネ）に捧げる供犠が行われ、精霊の許可を得てから手続きが進

行する。 

審理中、村人 100 人以上を超す熱狂的な傍聴人に取り囲まれた原告・被告当事者の発言は、極度に制限さ

れ、呪物師の質問と精霊の回答のみが認められるなど、特有の制度的相互行為秩序が形成される。裁判長の

役割を果たす呪物師は、審理の一挙手一投足に微細に意味を与え、加害者の形象に「悪（カペレ）」の性質を

植え付け、「理想（カアニョ）」のあり方を示すことで、ディープ・プレイとして傍聴人を熱中させる。神盟

裁判の審理にて係争当事者たちの制度的相互行為がじわりじわりと展開するにしたがって、窃盗事件や妖術・

邪術の殺害などが示す凄惨な体験や悪徳の感覚に徐々に深い意味が与えられていく。そうするうちに、一見

恣意的にも見える、神秘的な判じに傍聴人たちの意識が揺れ動きながらも、「理想」の価値が産出され、「悪」
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に対するもめ事の集合的感情そのものが制御されていく。その様子を発表で示したはずである（奥村 2011）。 

社会の「理想」の価値と否定的価値を同時に示すことで、「われわれを突き動かし、我々を生かす力となる」

（Karsenti 2018）呪術的諸実践の内在的効果を具体的に明らかにした。かつそれをエスノメソドロジー・

会話分析、とりわけ裁判のビデオエスノグラフィーの手法を用いることによって、社会人類学の宗教研究に

理論的に貢献することが出来た。神盟裁判の微細な相互行為の分析は、盗みや邪術・妖術殺人に具現化され

る道徳的な悪、腐敗や無秩序などのイメージを神秘的審理を通じて明確に示すことで、我々は、集合的理想

を表す一般的な技法としての神盟裁判を解釈することができた。 
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編集後記：発行者の高口です。今回の第 5 号は、溝口大助先生か
ら玉稿を賜りました。初の海外の事例、しかも、マリ共和国にお
ける神盟裁判の事例ということもあり、私たちにとってはあらゆ
ることが目からうろこだったのではないかと思います。とても楽
しく読まれた方も多くいのではないでしょうか。これからも、私
たちの、教育・研究・実践が多くの方たちのお役に立てればと思
っております。今後もよろしくお願い申し上げます。（2025 年
9 月） 
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